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１．趣 旨 

この要項は、美術工芸品の保存修理等（重要有形民俗文化財の保存修理並びに重要無形民俗文化財、重

要無形文化財及び選定保存技術の保存を含む。）に必要な高品質の用具・原材料を確保し継続的に供給す

るために必要な管理等に要する経費について、国が行う補助に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

  補助事業者は、美術工芸品の保存修理等に必要なものとして文化庁が認める用具製作者又は原材料生産

者若しくは地方公共団体その他団体とする。 

 

３．補助対象事業 

  補助対象となる事業は、以下に掲げる事業とする。 

（１）下草刈り及び除草 

（２）剪定及び間伐 

（３）山焼き 

（４）病害虫及び害獣対策（捕獲、防護網等設置） 

（５）荒皮剥き 

（６）管理のために必要な設備（標識、説明板、境界標、囲い等）の設置、通路の整備及び資料作成 

（７）用具・原材料の確保 

（８）調査・研究・研修 

（９）後継者の育成 

（10）記録の作成及び普及・啓発 

 

４．補助対象経費 

  補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙のとおりとする。 

（１）下草刈り・除草経費 

（２）剪定・間伐経費 

（３）山焼き経費 

（４）病害虫・害獣対策経費 

（５）荒皮剥き経費 

（６）管理設備・通路整備・資料作成経費 

（７）用具・原材料確保経費 

（８）調査・研究・研修経費 

（９）後継者育成経費 

（10）記録作成・普及・啓発経費 

（11）事務経費 

 

５．補助金の額 

補助金の額は、次に掲げる場合を除き、補助対象経費の５０％とする。 

（１）補助事業者が個人（常時使用する従業員の数が２０人以下の事業者を含む）である場合における補助

金の額は、補助対象経費の７０％とする。 

（２）当分の間、沖縄県内において行われる補助事業に対する補助率は、補助対象経費の８０％とする。 

（３）当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２１

条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財政需

要額で除して得た数値の過去３年間の平均値）が１．００を超える都道府県又は指定都市にあっては、

財政力指数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗じて得た額とする。  



 

 

（別 紙） 

名称 対象経費の区分 項 目 目の細分 説    明 

美 

術 

工 

芸 

品 

保 

存 

修 

理 

等 

用 

具 

・ 

原 

材 

料 

管 

理 
等 

業 

務 

支 

援 

事 

業 

下草刈り・除草経費 

 

剪定・間伐経費 

 

山焼き経費 

 

病害虫・害獣対策経費 

 

荒皮剥き経費 

 

管理設備設置・通路整備・

資料作成経費 

 

用具・原材料確保経費 

 

調査・研究・研修経費 

 

後継者育成経費 

 

記録作成・普及・啓発経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 経 費 

管理等業務支援費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 費 

給   与 

報   酬 

職員手当等 

 

 

 

共 済 費 

 

 

 

 

報 償 費 

 

 

 

旅 費 

 

 

需 用 費 

 

 

 

役 務 費 

 

 

委 託 料 

使用料及び賃借料 

 

請 負 費 

用具・原材料費 

 

 

備品購入費 

 

旅   費 

 

 

需 用 費 

 

 

役 務 費 

 

使用料及び賃借料 

非 常 勤 事 務 員 給 与 

時間外手当 

期 末 手 当 

通 勤 手 当 

退 職 手 当 

○ ○ 手 当 

社会保険料 

労災保険料 

 

○○保険料 

 

講師等謝金 

資料作成謝金 

○ ○ 謝 金 

研 修 手 当 

普 通 旅 費 

特 別 旅 費 

費 用 弁 償 

消 耗 品 費 

燃 料 費 

修 繕 料 

印刷製本費 

保 管 料 

通信運搬費 

手 数 料 

〇〇委託費 

借料及び損料 

〇 〇 損 料 

請 負 費 

〇 〇 費 

雑 資 材 費 

 

 

 

普 通 旅 費 

特 別 旅 費 

費 用 弁 償 

消 耗 品 費 

印刷製本費 

光 熱 水 料 

通信運搬費 

手 数 料 

借料及び損料 

特に認められた場合に限る 

 

 

 

 

 

本事業のために雇用された事務員の事業者負担分のみ 

森林地帯等危険地域における管理業務、特に危険な

動物が生息する管理地域で業務を実施する場合 

特に危険な機器の使用を伴う
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